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承認基準、審査ガイドライン等
の作成プロセス
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承認基準・認証基準 及び JIS

機
器
室

審
査
部

基
準
課

業
界

経済産業省

素案
作成

発
出

調
査
会

：主担当

基準
原案

諮
問

JIS
案 部

会
報
告

提出

報告

基準
案

審
議
委
員
会

提出

諮問
JIS
案

共管の場合

（
説

明
）

※

（※）
規格内容については、基本的に

規格委員会の審議を尊重。効能・
効果の範囲、適用する機器の範
囲、定義について議論。

公
示

パ
ブ
コ
メ 部

会
報
告

パ
ブ
コ
メ※

中立者委員を交えたプロ
セスは、JIS原案作成に準じ

て、各工業会内規で運用。

事前に内容について行
政側と調整する。
窓口：基準課

規
格
委
員
会

JIS原案作成委員会

【本委員会】
使用者、中立者、
生産者
（構成比=1:1:1）
【分科会】
使用者、中立者、
生産者

事前の了承をもって、
原則、基準課に一任。
必要に応じて出席。
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承認基準・認証基準で引用されないJIS

機
器
室

審
査
部
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界

経済産業省

素案
作成
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基準
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提出
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査
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案

基準
案

諮問
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共管の場合

部
会
報
告

発
出

部
会
報
告

（
説

明
）

公
示

パ
ブ
コ
メ

中立者委員を交えたプロ
セスは、JIS原案作成に準じ

て、各工業会内規で運用。

事前に内容について行
政側と調整する。
窓口：基準課

規
格
委
員
会

JIS原案作成委員会

【本委員会】
使用者、中立者、
生産者
（構成比=1:1:1）
【分科会】
使用者、中立者、
生産者

事前の了承をもって、
原則、基準課に一任。
必要に応じて出席。
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審査ガイドライン

機
器
室

審
査
部

基
準
課

業
界
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素案
作成

：主担当

ガイドライン
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調
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ガイドライン

案

諮問
JIS
案

JISを引用する場合は、

承認基準等と同様。

部
会
報
告

発
出

部
会
報
告

（
説

明
）

公
示

パ
ブ
コ
メ

事前に内容について行
政側と調整する。
窓口：基準課

承認審査における専門協議と同様、
その分野の専門家で構成し、品目
ごとに柔軟に対応する。また、業界
の素案作成に携わった専門家も招
聘する。
使用者の他、生産者（業界）も参加
する。
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